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収支の総括表
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3 支出項目別金額の内訳
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資産等の総括表
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(その 20)

添付書類(別添のとおり)

1 領収書等の写し

監査意見書(政党及び政治資金団体に限る。)

政治資金監査報告書(国会議員関係政治団体に限る。)

この報告書は、政治資金規正法に従って作成したものであって、真実に相違ありません。
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その代理人が提出する場合にあっては当該代理1 会計責任者本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、
会計責任者本人の署名その他の措置を講ずる場人の権限を証する書面及び本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、
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